
申し込み	 問い合わせ

幼
児
教
育
の
専
門
家
に
育
児
学
ぶ

　

講
演
会「
幼
児
期
に
大
切
な
こ
と
」

を
開
催
。
明
和
学
園
短
期
大
教
授
・

横
坂
好
枝
さ
ん
を
講
師
に
、
幼
児
期

の
発
達
の
特
性
を
踏
ま
え
た
ア
プ
ロ
ー

チ
に
つ
い
て
学
び
ま
す
。

日
時
＝
２
月
23
日
㈫
14
時
～
15
時

会
場
＝
中
央
公
民
館

対
象
＝
一
般
、
先
着
60
人

２
月
15
日
㈪
ま
で
に
同
館

☎
０
２
７
‐
２
１
０
‐
２
１
９
９
へ

税

第
３
日
曜
日
は
納
税
相
談
窓
口

　

平
日
に
来
庁
で
き
な
い
人
の
た
め

に
、納
税
相
談
窓
口
を
開
設
し
ま
す
。

日
時
＝
２
月
21
日
㈰
８
時
30
分
～
16
時

会
場
＝
市
役
所
収
納
課

同
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
２
２
６

非
課
税
の
固
定
資
産
は
届
け
出
を

　

１
月
１
日
現
在
の
固
定
資
産
利
用

状
況
に
よ
っ
て
、
固
定
資
産
税
や
都

市
計
画
税
が
非
課
税
に
な
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
固
定
資
産
の
所
有
者
は
、
非
課

税
申
告
書
を
市
役
所
資
産
税
課
へ
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

 募	

集

嘱
託
の
管
理
栄
養
士
を
募
集

　

子
育
て
支
援
課
で
離
乳
食
講
習
会

や
幼
児
健
診
、
電
話
相
談
な
ど
を
行

う
嘱
託
管
理
栄
養
士
を
募
集
し
ま
す
。

対
象
＝
管
理
栄
養
士
の
資
格
が
あ
る

人
、
１
人
（
選
考
）

任
用
期
間
＝
４
月
１
日
㈭
～
来
年
３

月
31
日
㈭

勤
務
日
時
＝
平
日
４
日
、
８
時
30
分

～
17
時
（
週
30
時
間
）

報
酬
＝
月
額
19
万
４
，
４
０
０
円

２
月
15
日
㈪
ま
で
に
履
歴
書
（
写

真
貼
付
）
と
資
格
証
明
の
写
し
を
添

え
て
、
保
健
セ
ン
タ
ー
内
子
育
て
支

援
課
（
☎
０
２
７
‐
２
２
０
‐
５
７

０
４
）
へ
直
接
。
後
日
面
接
で
採
用

を
決
定

講
座
・
教
室

健
康
の
維
持
は
噛
む
力
か
ら

　

噛か

む
力
を
は
ぐ
く
む
教
室
を
開
催

し
ま
す
。
自
宅
で
で
き
る
口
の
手
入

れ
や
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
方
法
、
噛
む
力

に
合
わ
せ
た
食
事
作
り
の
こ
つ
を
紹

介
し
ま
す
。

日
時
＝
３
月
３
日
㈬
10
時
～
11
時
30
分

会
場
＝
東
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

対
象
＝
市
内
在
住
で
65
歳
以
上
の
人
、

先
着
20
人

２
月
24
日
㈬
ま
で
に
長
寿
包
括
ケ

ア
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
１
３
３
へ

　

❶
宗
教
法
人
が
境
内
地
な
ど
に
使

用
❷
不
特
定
多
数
の
人
が
道
路
と
し

て
利
用
❸
学
校
法
人
な
ど
が
教
育
・

保
育
の
た
め
に
使
用
❹
社
会
福
祉
法

人
な
ど
が
社
会
福
祉
事
業
の
た
め
に

使
用
❺
そ
の
他
、
地
方
税
法
に
定
め

る
用
途
に
使
用
し
て
い
る
も
の
。

同
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
２
１
７

事
業
者
向
け

配
給
水
管
の
修
繕
業
者
を
募
集

　

令
和
３
・
４
年
度
の
配
給
水
管
修

繕
工
事
の
請
負
業
者
を
募
集
し
ま
す
。

対
象
要
件
な
ど
詳
し
く
は

問
い
合
わ
せ
る
か
、
本
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

２
月
22
日
㈪
ま
で
に
水
道
整
備
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
３
０
３
３
へ

　健

康

健
康
テ
レ
ホ
ン
サ
ー
ビ
ス

☎
０
２
７
‐
２
３
４
‐
４
９
７
０

　

二
次
元
コ
ー
ド
か
ら
健
康

相
談
と
過
去
の
健
康
情
報
の

検
索
が
で
き
ま
す
。

曜
日
・
内
容
＝
〈
月
曜
〉
こ
ど
も
の

発
熱
〈
火
曜
〉
マ
ス
ク
を
着
け
て
い

て
も
歯
磨
き
は
エ
チ
ケ
ッ
ト
で
す〈
水

曜
〉
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
の
う
胞
〈
木
曜
〉

急
性
ス
ト
レ
ス
障
害
〈
金
曜
〉
口こ

う
く
う腔

ケ
ア
は
脳
卒
中
の
リ
ス
ク
を
軽
減
す

る
〈
土
日
曜
〉
ガ
ン
対
策
の
心
構
え

直
接
相
談
タ
イ
ム
（
歯
科
）
＝
歯
科

医
師
が
直
接
相
談
。
２
月
10
日
㈬
19

時
30
分
～
21
時

語学力を生かしませんか
小学生の英語サポーターを募集

　来年度、市立小学校で英語での活動や
授業などをサポートする前橋イングリッ
シュサポーターを募集します。詳しくは
本市ホームページをご覧ください。
対象＝教員免許を持ち小学校英語を指導
できる程度の語学力がある人、若干人
任用期間＝４月から学期ごと
勤務時間＝１日５時間以内、週25時間
以内
報酬＝時給1,300円

２月８日㈪～ 15日㈪に市役所学校
教育課（☎027-898-5864）へ直接

防災訓練で使います
地震体験車の広告を募集

　地震体験車に有料広告を掲載する
事業者を募集。地震体験
車は自主防災会や学校の
訓練で活用します。
対象＝企業など
掲載スペース＝❶車体右側面、１枠
❷モニターでの放映（１枠 20 秒程
度）、10枠（抽選）
費用＝❶は入札（最低価格年間10万
円）❷は２年２万円

３月３日㈬12時までに市役所防
災危機管理課（☎ 027-898-5935）
へ直接

人
権
標
語

気
付
い
て
る
？
　
君
の
「
イ
ジ
リ
」
が
　

い
じ
め
の
始
ま
り
　

第
五
中
３
年

立
川	

藍
衣
さ
ん

2月の各種無料相談　※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため一部の相談を中止。必ず問い合わせてから来場してください。

相談名・問い合わせ 日　時 会　場 相談名・問い合わせ 日　時 会　場

法律相談
☎027-898-6100

火曜13時～16時（前週
の木曜14時～当日12時
までに電話で予約を。
相談は受け付け順で時
間指定はできません。
先着９人まで）

電話相談のみ
※相談は年度内に
１人１回

公証相談
☎027-898-6100

２月の公証相談・司法書士、土地家屋調査
士相談・行政書士相談は中止します。司法書士、土地家屋調査士相談

☎027-898-6100

行政相談
☎027-898-6100

２月の行政相談のうち、かすかわ老人福祉セ
ンター・市役所市民相談室での相談は中止し
ます。

行政書士相談
☎027-898-6100

３月１日㈪
13時～16時

市役所
市民相談室

月いち健康相談
☎027-220-5708

２月26日㈮
９時～11時 保健センター

２月18日㈭
13時～15時

大胡支所 精神科医によるこころの相談
☎027-220-5787

２月10日㈬・17日㈬、
13時30分～15時(各予約制） 市保健所

宮城支所 心配ごと相談
☎027-237-5006

月曜～金曜、
13時～16時 総合福祉会館

２月19日㈮
13時～15時

桂萱市民サービス 
センター

外国人相談
（英語・中国語・ポルトガル
語・スペイン語）
☎027-243-7788

月曜13時～17時、
木曜９時～13時

市役所
外国人相談窓口

３月３日㈬
13時～15時 富士見公民館

３月５日㈮
13時～15時

東市民サービス 
センター

※市民相談（☎027-898-6100）は平日の８時30分～17時15分。家庭児童相談（☎027-223-4148）、母子・父子相談（☎027-220-5701)、
DV相談（☎027-898-6524）、男女共同参画相談（☎027-898-6520）、就学に向けての相談（☎027-210-1234）、消費生活・多重債務相談（☎
027-230-1755）は平日の９時～17時。教育・青少年相談（☎027-230-9090）は平日の10時～17時。自殺予防「群馬いのちの電話」（☎
027-221-0783）は９時～24時。みんなの人権110番（☎0570-003-110）は平日の８時30分～17時15分。

健康手帳 かかりつけ薬剤師や薬局を 
活用して

　皆さんは、病院に通うときに病院ごとに違う薬局で薬
を受け取っていませんか。かかりつけ薬局とは、身近で
相談できるいつもの薬局を持つことです。薬局では通常、
患者に渡した薬や相談内容などを記録し、体調や体質な
ども理解した上で薬の調剤をしています。自分のことを
分かってくれる薬剤師がいる、マイ薬局を一つに決める

ことで、薬や健康のことで疑問や困ったことがあった時
に、薬剤師が体質や今までの受診歴などを理解した上で
相談や薬を調剤してもらうことができます。
　市内にはさまざまな特色を持った薬局があります。気
軽に相談できる、かかりつけ薬局を選定して活用してく
ださい。

前橋市薬剤師会　畠山 文子

1213 市役所　〒 371-8601 大手町二丁目 12-1　☎ 027-224-1111　　  027-224-3003FAX 広報まえばし　令和３年２月１日号


